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企業質問と政府回答 

 

一、 転換企業が設備などで実物出資に関する問題 

質問内容 回答 

１、設備価値の評価と鑑定について 

 独資企業に設備で実物出資する場合、商検

局の価値鑑定機構により価値を評価鑑定し

てから、外貨管理局がその鑑定金額に基づき

出資検証を行う。商検局の専門鑑定機構は評

価基準に基づき、信頼できる資産価値の評価

を行っていると思うが、その評価方法、関連

規定について詳細に説明していただきたい

（出資設備の種類は主に税関監督未解除／

解除済みの無償提供設備、国内調達設備）。

若しその評価鑑定結果を受け入れがたい

場合、企業としてはどうすればよろしいか。

来料加工企業の内装を実物出資としで取り

扱うことが可能な場合、如何に価値を評価す

るか。 

検験検疫局より回答： 

● 設備の価値評価に関する規定、方法 

検験検疫局は『外商投資財産鑑定規程』

（SN/T0614-1996）によって、外国企業の投

資財産を評価する。評価方法は市場法、原価

法、収益法、及び財政部、国家質量検査総局

より規定される他の方法があり、以下の通り

説明します。 

１、市場法：評価する必要がある財産と同

じ、或は類似する財産の現行市場価値を参考

にし、比較、調整してから、財産の価値を確

認する。 

２、原価法：評価される財産を新品として

再購入する場合、必要なコストから有形損

耗、機能性損耗、経済性損耗などを差し引い

て、その価値を確認する。或は財産の現状と

使用年限に基づき、機能の変化を分析してか

ら、新しさを確認した上でその価値を計算す

る。 

３、収益法：評価される財産の合理的な予

期収益能力と適切な現金換算率に基づき、財

産の価値を計算する。 

 

● 企業が財産価値評価の結果を受け入れな

い場合 

企業が評価結果を受け入れない時、評価

機構或は上級の評価機構へ再評価を申請で

きる。検験検疫局の内部機構に再評価を申

請する場合、費用が発生しない。検験検疫



局の資格認定を取得する外部機構に再評価

を依頼する場合、費用が発生するのは一般

的である。 

 

● 来料工場の内装を現物出資とするかどう

か 

来料工場の内装費用は外商投資財産価値

評価の範囲に入らないため、内装費用に対

する評価は行わないことになる。 

２、現物出資設備（無償貸与設備）の価格は

どのように確定されるか、また験資証明はど

のように行うか？実際の手続きの詳細を解

説してほしい。 

検験検疫局より回答： 

 上述１の問題で回答済み。 

外貨管理局より回答： 

来料加工企業の無償貸与設備を以て出資す

る場合、資格のある評価機構に価値評価を行

ってもらうことが必要である。価値評価は会

計償却の基本原則に基づき、評価機構から「商

品価値評価報告」或は「商品価値鑑定書」を

発行してもらう。企業は価値鑑定書など関連

資料を外貨管理局資本項目管理科に提出し、

験資手続を行うことが可能。 

 

３、弊社は来料と独資企業2社あり、来料を

独資企業に吸収合併させる場合、5年未満の

設備の現物出資は優遇政策を享受できない。

最近東莞市政府と税関、外貨管理局などの部

門との協調の下、税関管理監督を解除した設

備も現物出資できるようになったと聞いて

いる。市政府の努力に感謝します。これらの

優遇政策が適用されない「既存独資法人と来

料加工廠の合併」は対象となる見込みがある

か。弊社は法人化する場合、現存独資企業に

来料を吸収する方式をとることを考え、独資

企業に増資するとともに、来料企業の5年超

過設備と5年間未満が繰上げて税関管監を解

外貨管理局より回答： 

来料加工企業は管理監督解除済み或いは繰

り上げ管理監督解除済みの無償提供設備を以

て実物出資することができるが、下記の五つ

の条件を満足させなければならない。１、商

務部門が発行した管理監督解除済み設備の出

資を許可する批准文、２、企業は元の輸入通

関単正本、税関管理監督解除報告及び管理監

督解除済み設備リスト正本を提出し、且つ、

税関の検査によって真実であることが確認さ

れていること、３、繰り上げ管理監督解除設

備の場合、税金追納通関単、税関専用納付書

を提供すること、４、評価機構は「商品価値



除した設備を現物出資として独資企業に投

入したいが、その関連優遇政策を適用するこ

とが可能か。企業としては、既存独資と来料

加工の合併に優遇政策が適用されるのであ

れば、非常に有用な政策と考える。 

評価報告」或は「商品価値鑑定書」を発行し、

価値評価は真実で、合法であること、５、通

関単は外貨局の検査により外貨送金に使って

いないことが確認されていること。 

 

４、 5 年超の設備に関して現物出資を認め

るという話を聞いたが、その手続きを教えて

欲しい。 

外貨管理局より回答： 

監督解除済み設備の験資手続は下記の通り： 

1、元の輸入通関単正本、税関管理監督解済み

報告及び税関管理監督解除済み設備のリスト

を提出。 

2、繰り上げ管理監督解除設備は税金納付通関

単、税関専用納付書を提出。 

3、資格のある評価機構より「商品価値評価報

告」或は「商品価値鑑定書」を発行。 

4、対外貿易経済合作局より管理監督解除済み

設備で出資するのを許可する批准文を発行

（設備リストを添付、対外経済貿易局の印鑑

が必要）  

5、その他。 

上記書類が税関などの部門の検査を経て真実

であることが判明したら、外貨管理局資本項

目管理科にて験資証明手続きができる。 

 

５、深圳などでは国内購入設備の現物出資を

可能にすることを検討していると聞いてい

るが、東莞では検討されているか。 

外貨管理局より回答： 

現行の外貨管理規定により、来料加工企業

が無償貸与で輸入した設備を三資企業に実物

出資できる。国内調達の設備は資金出所が合

法かどうか、設備調達が真実かどうかなどが

はっきりしないため、外貨管理局は当面国内

調達設備で実物出資することを許可しない。

 深圳市外貨管理局に伺ったところ、国内購

入設備の現物出資に関して検討する予定がな

いとの事。 

 



６、税関監督管理解除の無償提供設備と国内

調達設備を実物出資出来るか。例え、国内調

達設備の関係伝票が揃っていない場合、実物

出資出来るか。 

 

外貨管理局より回答： 

来料加工企業の管理監督解除していない設

備、解除済み設備は、ともに実物出資でき、

外貨管理部門での手続きは下記の通りであ

る。  

(一) 税関管理監督解除していない設備の験

資証明手続き 

1、転廠輸出通関単、三資企業転廠輸入貨物通

関単。 

2、税関が発行した輸出入貨物税務証憑。 

3、資格のある評価機構が発行した「商品価値

評価報告」或は「商品価値鑑定書」。 

4、対外貿易経済合作局が発行した管理監督解

除していない設備で出資することを許可する

批准文。 

5、その他。 

(二)税関管理監督解除済み設備の験資証明手

続き 

問題 4にご参照。 

(三)国内購入設備の現物出資について 

問題 5にご参照。 

 

７、来料加工企業の内装は現物出資として良

しいか？ 

外貨管理局より回答： 

現在実行している外貨管理規定により、来

料加工の内装は現物出資とすることができな

い。 

 

８、土地・建物の現物出資を可能にしてほし

いというニーズも強い。ただ、明確な土地所

有権払い下げや房産地権証を持っていない

ケースも多いが、何か解決案が考えられる

か。 

外貨管理局より回答： 

現在実行している外貨管理規定では外国投

資者は国内の土地、建築物で出資する方法を

明確にしていない。東莞市の特殊歴史事情で

外国投資者が国内土地、建築物権利所属証書

を持っている現状に対して、東莞外貨局は上

級部門に報告し、試行政策の実施を考えてい

る。 



不動産管理局より回答： 

明確な土地所有権払い下げ証明を持ってい

ない場合、国土部門に相談することをお薦め

る。明確な建築物権利証を持っていない企業

は下記の証明書を提出した上、不動産管理局

で建築物権利証を申請できる。 

① 土地使用証 

① 建設用地企画許可証 

② 建築工程企画許可証 

③ 建築工程施工許可証 

④ 東莞市建物建築工事とインフラ施設工事

竣工検収登録証明書 

⑤ 建物測量報告 

⑥ その他 

上記書類が揃えば、5 稼働日以内に許可が下

りる。 

９、正式な領収書（発票）を取得していない

資産を新設の三資企業に移管できるか？過

去に累積した税務問題はどのように処理す

れば良しいか？ 

地方税務局より回答： 

来料加工企業の法人化期間に関わる資産帳

簿処理と税務関連問題に対しては、上級部門

の指導が出るまで、暫定的に下記の規定通り

に実行する。 

一、無償提供設備に対しての税務処理 

① 来料企業が輸入し、且つ税関の監督管理

期間未満の無償提供設備を同じ投資側が

設立した新規独資企業に移管し、登録資

本金に計上し、投資側より新規独資企業

に直接投資する場合、企業所得税を徴収

しない。 

② 来料企業の税関監督管理解除済みの無償

提供設備に対しての処理方法は、現在主

に以下の二つの方法で処理する。 

ア)来料加工企業の資産、債権債務及び労

働力を全て新規独資企業が受け入れ、且



つ東莞市対外貿易経済合作局が発行した

来料加工企業を現地法人化することを明

記する批准文あるいは「東莞市来料加工

企業現地法人化追加登記表」（以下、登記

表という）を持って、国税部門は「国家

税務局から企業の全資産権利義務譲渡に

対し、増値税を徴収しないことに関する

コメント」に基づき来料加工企業に対し

て、増値税を徴収しない場合、企業所得

税を徴収しない（この場合、規定により

増値税専用領収書と普通販売領収書を発

行できない）。 

そのような無償提供設備を受け入れる

新規独資企業は、評価機構が発行した資

産評価報告により固定資産として帳簿に

計上でき、評価報告により計上価値と償

却年度を確定し、会計計算において対応

する「資本積立金―資本プレミアム」科

目に計上できる（資本プレミアムとは投

資側より投入した資金が登録した資本を

超える分を指す）。 

イ)来料加工企業が設備を販売し、且つ増

値税領収書を発行する場合、設備転売価

格（領収書金額を参考にする）と税関の

通関単価格の差額に対し、25％の法定税

率で企業所得税を納付する（当来料加工

企業の所得税徴収方式は帳簿に基づき課

税か見做し課税かを問わない）。転売取引

価格が税関の通関単価格より低い場合、

当該設備は転売所得がないため、企業所

得税を納付する必要はない。 

 



二、「財政部 国家税務総局の企業再編に関わ

る企業所得税処理に関する若干問題の通知」

（財税（2009）59 号、東莞市税務局は東地税

発（2009）158 号で転送）第四点第（一）の

規定によると、来料加工企業が現地で生産を

停止せずに法人化することは法律形式におい

て簡単な変更に該当するので、来料加工企業

の土地と不動産権利を法人化後の独資企業に

変更する場合、営業税、企業所得税を納付す

る必要はない。 

 

 資産を購入時に、正式な増値税インボイス

を取得していなかった場合、評価業者が作成

する資産評価報告書に基づき新設の三資企業

の固定資産として計上されることが可能。ま

た、土地と不動産の移管について、来料加工

企業が現地で生産停止せず三資企業に転換す

ることは法律形態の簡単変更であるため、三

資企業への名義変更は営業税と企業所得税を

納付する必要がない。 

 過去に累積した税務問題について、詳細が

わからないままでは判断しつらいため、主管

税務局と問い合わせる上、ケースバイケース

で解決するようにお薦めします。 

 

10、法人化マニュアルにより、来料企業が法

人化する時、来料加工廠の設備の移管方法が

二つあり、①評価金額に基づき、新設独資企

業の「資本準備金」科目（中国語では「資本

公積」）に計上する、②新設独資企業に売却、

減免税条件に該当する場合 2%の増値税率を

適用できる。 

国家税務局より回答： 

来料加工企業が使用した管理監督期間満了

の無償提供設備を移管する場合、下記三つの

案がある。 

（１）来料加工企業の資産、債権債務及び労

働力を全て新設立の独資企業が受け入れ、且

つ東莞市対外貿易経済合作局が発行した来料



但し、実際手続する際に、鎮の国税分局

は②の転売方式に基づいて減免税の申請を

受理しない。方式①に基づいて評価金額で資

本準備金として扱うと指示することになる。

これで、企業の選択権がなくなりますの

で、国税部門は各分局に政策に従い企業の減

免税申請を受理するように督促することが

可能か。 

加工企業を現地法人化することを明記する批

准文あるいは「東莞市来料加工企業現場法人

化追加登記表」を持っている場合、《全ての企

業財産権の譲渡に係わる増値税徴収免除問題

に関する国家税務総局の批准返答》（国税函

[2002]420 号）の規定により、全ての企業財

産権の譲渡に係わる徴税すべき貨物の譲渡

は、増値税の徴税範囲に属さないので、増値

税を徴収しない。 

（２）来料加工企業が第一条の規定に属さな

い、且つ 2008 年 12 月 31 日以前に購入した生

産設備を処置する場合に、《増値税低税率と簡

易徴収弁法が適用される一部貨物に係わる増

値税の徴収政策に関する通知》（財税[2009]9

号）の規定により、一般納税人の場合は 4％

の徴収率に基づき増値税を半額で徴収し、普

通領収書（発票）を発行する。小規模納税人

の場合は 2％の徴収率に基づき増値税を徴収

し、普通領収書（発票）を発行する。 

（３）来料加工企業は自社で使用した 2009

年 1 月 1 日以降に購入した固定資産を販売す

る場合に、増値税の適用税率或いは徴収率に

基づいて増値税を計算する。一般納税人の場

合は 17％の税率により増値税売上税額を計

算し、増値税専用領収書（発票）を発行する

ことが可能である。小規模納税人の場合は

3％の徴収率により増値税を計算徴収し、税務

機関が増値税専用領収書（発票）の発行を代

理することが可能である。バイヤーが取得し

た増値税専用領収書（発票）上に明記されて

いる増値税額は、売上税額から控除すること

ができる。 



よって、来料加工企業の設備譲渡が（一）の

増値税を徴税しない範囲に属する場合、国家

税務局は減税申請を納得してはならない。ま

た、市の国税局は各支局が関係政策に従い業

務を行うことよう促す。 

11、来料加工企業が税関、増値税を納付済み

の設備を実物出資として新設の独資企業に

投入できるか。 

対外貿易経済合作局より回答： 

実物出資できる。具体的な方式は監督解除

済みの設備を験資した上実物出資として新設

企業に投入する。 

外貨管理局より回答： 

 験資手続について実物出資の設備は以下の

条件に満たさなければならない： 

１、輸入した設備であること； 

２、輸入設備の場合、対外送金したことがな

いものに限定。対外送金した場合、実物

出資にならない。 

税関より回答： 

５年超の監督解除済みの設備を実物出資とす

る場合、輸入関税と増値税を追納する必要が

ない。 

 

 

二、 転換企業の送金問題について 

質問内容 回答 

12、来料加工廠は設備売却による取得はそ

の他の支出と相殺した後、残金がある場合、

25％の所得税を徴収するのは正しいか？所

得税を納付しないと、設備の売却代金を海

外の投資側に送金できないのか、他に送金

する方法が有るか。 

国税局より回答： 

目下、来料加工企業が無償提供設備を売却す

る場合、売価（領収書に記入した価格を参考）

と通関単価格の差額に対し 25%の法定税率で

企業所得税を計算する。売価が通関単に乗せた

価格より低い場合は設備譲渡所得がないので、

企業所得税を徴収しない。 

匯発【2009】52 号の第 5 条により、国内企



業が下記業務で海外へ送金または国内で再投

資、増資する場合、主管国税局と地税局にて「税

務証明」の発行を申請し、所在地の外貨管理局

と送金銀行に「税務証明」を提出する必要があ

る： 

１、 外商投資企業と外国投資者は国内で取

得した利潤、外商投資企業は外国投資者に

帰属する資本積立金、利益積立金、未処分

利益を国内で増資又は再投資する場合； 

２、 外国投資者は投資の外商投資企業から

先行で回収した投資、清算、持分譲渡、減

資で取得した資財を国内で再投資する場

合； 

３、傘型外商投資企業の傘下企業は外貨で傘

型外商投資企業に対して利益を送金する

場合。 

上述規定の通り、企業所得税を納付しない

と、設備の売却代金を海外の投資者に送金する

ことができない。 

 

13、来料工場の 5 年超設備を海外へ返送す

る場合、外貨の入金を取得することがあり

うるか。 

外貨管理局より回答： 

来料加工企業の 5 年以上の設備を返却する

場合、外貨回収と消し込みが必要かどうかは

「国家外貨管理局、税関総署から輸出入貨物の

管理監督方式分類により輸出外貨回収消し込

み単の使用についての通知」（匯発〔2010〕120

号）の規定により、貨物通関の貿易方式は輸出

外貨回収消し込み単を使用する必要がある場

合、外貨を回収し、消し込みする必要がある。

貨物通関の方式で外貨回収消し込み単を使用

しない場合、外貨を回収する必要はない。 

 



14、新設または法人化企業は今後融資便利

のため、広州での日系銀行に資本金口座を

開設したい（外資銀行は企業の投資側との

関係より、新外資企業に信用枠を与えられ

る。投資側が担保したら、新外資企業に貸

付金を与えられる。中国系の銀行なら、不

動産で担保を入れなかったら出来ない。）し

かし、資本金口座を広州の日系銀行で開設

するのは東莞市外貨管理局の許可を得にく

い。政策上はこういう制限がないが、一部

の企業しか開設できないことは、やり方が

不一致と思われる。外貨管理局は企業の需

要を考慮して審査・許可していただけない

か。 

外貨管理局より回答： 

原則的に外商投資企業は広州の日系銀行で

外貨資本金口座を開設できるが、慎重に選択す

るようアドバイスする。一つには、現在外貨管

理局が資本金口座に対し、厳しい支払両替管理

制度を実施し、毎回両替する時に前回の両替資

金が規定通りに使用されたという証憑を提供

しなければならないため、東莞以外の地域で口

座を開くことは企業の運営コストを増す。もう

一つは東莞市が実行している来料法人化政策

は東莞の特色があるもので、外貨管理の原則は

所在地の管轄なので、広東省外貨局、東莞外貨

局は異なる地域で口座を開設した企業と銀行

への管理を強化し、資本金両替制度を厳格に実

行する。 

 また、登録資本金が 300 万米㌦を超える場

合、親会社と取扱銀行の関係を維持しながら、

中国業務に資する資金を容易に調達できるよ

うに、複数の資本金口座を開設することが可能

である。 

15、最近第二回対外貿易人民元決済の企業

名簿が公布されました。銀行は名簿に入っ

ていない企業が国際貿易輸出して、人民元

代金を回収する場合、輸出税金還付ができ

ないという通知を企業に出したのは本当な

のか。名簿に入っていない企業は国際貿易

輸出代金を入金した場合、正常通りに消し

込みできますか。もし、できるなら、外貨

管理局は消し込みデータを税務局に送りま

すか。 

外貨管理局より回答： 

 中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、

国家税務局、銀監会など 6つの部門が連合で発

行した「国境間貿易人民元決済試行の拡大に関

する問題の通知」（銀発〔2010〕186 号）など

により、輸出貨物の人民元決済は試行企業管理

制度を実行する。全国第 2回試行企業のリスト

を公布してから、リストに入っていない企業の

輸出は人民元で決済する場合、輸出税金還付業

務を処理できない可能性がある。税金還付でき

ない損失を避けるため、東莞外貨局は銀行に非



試行企業の輸出人民元決済業務を受理しない

ことを知らせた。試行企業管理制度は輸出する

場合の人民元決済だけに適用され、輸入する場

合の送金、サービス貿易、利益配当などの業務

は直接銀行で人民元決済を申請できる。 

非試行企業は国外から人民元入金があった

場合、外貨局が続けて企業のために正常な輸出

外貨回収消し込み手続きをし、消し込み情報を

税務部門に転送する。輸出税金還付に関わらな

い輸出業務に対して、例えば転廠、来料加工な

どの輸出の場合、非試行企業が引き続き人民元

で決済できる。 

東莞人民銀行、東莞外貨局は積極的に国家間

の人民元決済を推進し、上級部門から試行企業

への審査権利の移譲、試行企業の申請プロセス

の簡素化を勝ち取っている。試行企業になりた

い企業は、口座開設銀行に登録できる。東莞人

民銀行、東莞外貨局は定期的に関連情報を収集

する。 

16、ある外資企業は東莞に増資しよう、既

に対外貿易経済合作局から増資批准文をも

らいました。批准文においての増資貨幣が

USD で、外貨管理局に人民元資本金口座を開

設し、批准文と同じ価値の人民元を投資す

ることを申請できますか。 

外貨管理局より回答： 

外商投資企業は商務部門が許可した人民元

で出資する批准文或は関連証明を提供したら、

東莞外貨局資本項目管理科で人民元資本金口

座を申請でき、広東省分局が許可してから、国

外投資側からの人民元出資或は増資を受けら

れる。 

 

 

 



三、 総合管理費について 

質問内容 回答 

17、独資化以降に、総合管理費用として

売上(FOB 価格)の一定比率で当地の外経

弁公室に納付することが求められてい

る。これは現地政府がインフラ施設と行

政サービスに用いる経費と理解するが、

東莞の他、このような費用を徴収する地

域がないため、投資環境を改善するには

廃止するほうが良い。東莞市はこの総合

管理費を徐徐に引下げ、免除する見込み

があるか。 

対外貿易経済合作局より回答： 

このような状況には歴史的な原因があり、

実際は費用の徴収ではなく、協力の条件であ

ることをご理解頂きたい。この協力方式があ

ったこそ、安いリース料などの低コストが実

現できている。また、地方政府はこの費用を

インフラ等の関連施設の建設に利用し、企業

の発展をより一層サポートできるようになっ

た。東莞市では鎮により投資環境が違い、総

合管理費の徴収比率もまちまちである。総合

管理費の差異は各鎮の土地価格、家賃などの

投資条件の差異を反映している。今後、各方

面の管理が整うにつれて、企業がモデルチェ

ンジを完了してから、この問題は一歩ずつ解

決に向かうだろう。 

 独資化企業の負担を低減させるため、市政

府は以下の措置を採っている： 

１、口岸建設費の低減：「三来一補企業が三資

企業に転換後の費用負担にかかわる関連問題

への回答」（府弁複〔2010〕678 号）により、

「三来一補」から三資企業に切り替えた後、

口岸インフラ建設費用が増える場合、移行期

間を設置する。具体的には、三資企業へ切り

替える日から３年間を遡って来料加工として

支払った口岸インフラ建設費の年間平均数を

「実際支払基数」として、切り替えた後三資

企業として３年間に、年間ごとに計上納付し



た口岸インフラ建設費が「実際支払基数」を

上回る部分は返付される。 

２、契税を減免。 

 

 

四、加工貿易の転換・高度化政策について（以下は対外貿易経済合作局より回答） 

質問内容 回答 

18、来料独資化の優遇期間が来年 6 月ま

でとなっていますが、延長又は一定の移

行期間はあり得ますか。 

対外貿易経済合作局より回答： 

国は来料法人化に対して明確な態度を示し

ており、優遇政策の期限は 2011 年 6 月 31 日

までとなっている。 

 

19、法人化を機に組織再編を検討する事

例が多い。来料加工廠を既存の独資会社

へ吸収する場合であっても優遇政策を使

いたいという要望はかなりあり。深圳市

では一定の条件を満たせばサポート策を

使う方向で進めているが、東莞では検討

可能でしょうか。なお、深圳の補助金制

度は、「深財企[2009]190 号」により、 

 適用条件： 

 ①深圳に登録企業 

 ②市、区貿易工業部門承認の同一場所

で生産を停止せずに来料独資転換外商投

資企業 

 ③独資転換後の当年度売上規模は

RMB5M 以上の企業 

 ④法律に照らし、中央税と地方税を払

い、脱税行為無し、良好の納税記録があ

る企業 

 対象期間：2009 年 1 月 1 日～2011 年 12

月 31 日 

 金額：企業の地方財力への貢献度の

30％に基づき、一括補助金を支給し、上

対外貿易経済合作局より回答： 

東莞市政府は 10 億元の専用資金を割り当

て、研究機構の設立、本部の設立、モデルチ

ェンジの指導、製品の国内販売、国内宣伝推

薦プロジェクト、モデルチェンジの費用、新

規プロジェクト或は増資、モデルチェンジ指

導計画の参加などを援助・褒賞する。援助と

褒賞の対象は法人資格を持つ外商投資企業も

含める。来料法人化の関連手続費用も全額補

助する。 

 



限を 100 万 RMB とする  

20、法人化した独資企業が来料加工に従

事することにおいて、税関が慣れていな

かったりして、結局進料加工へ戻すとい

う話も聞いたことがある。独資企業が来

料加工に従事する認可が実際にはなかな

か下りないという話もあり、この点も改

善を希望したい。 

 

対外貿易経済合作局より回答： 

企業がモデルチェンジした後、進料加工業

務であっても来料加工業務であっても、税関

での業務は順調に行っている。個別の企業が

順調にできていない場合、適時に外経局に状

況を報告し、外経局が税関と折衝する。 

 

21、来料加工廠より独資法人（三資企業）

への転換等について。 

(1)来料加工廠としての運営（操業）は

正式に禁止（廃止）となった（なる予定）

か？ 

(2)独資転換出来ない（運営困難）企業

は撤退を選択となりますが、清算する事

に対しての優遇を考慮してもらえない

か？（設備返却手続き簡素化、過去の清

算不要） 

 

対外貿易経済合作局より回答： 

（1）独資企業になっても、引き続き来料加工

業務ができる。来料加工企業と新規独資“二

つ企業の併存”期間は最長一年とする。 

（2）来料企業が撤退を選択する場合、各部門

では清算プロセスを詳しく定められており、

手続きも複雑ではない。 

 

22、東莞市では、深圳のように 2012 年ま

で来料の継続を認可するようことはある

か。 

対外貿易経済合作局より回答： 

国の加工貿易政策は安定しており、来料加

工業務は貿易形態の一種として長期的に継続

ことができる。ただし、今後来料加工に対す

る政策がどのように調整されるかは把握しに

くい。政策がより一層規範化されることに間

違いないと見込む。目下、来料加工企業に対

する優遇政策が取り消され（たとえば、非独

立法人の来料加工企業が輸入する設備は増値



税を納付する必要があり、仕入れ税目に計上

できない）、運営がますます難しくなるのでは

ないかと思うため、優遇政策を活用して早め

に法人化手続を遂行するようにお薦めしま

す。 

 

23、東莞市における来料企業の独資化完

了の状況と、このうち日系企業の独資化

の完了状況について教えていただきた

い。 

 

対外貿易経済合作局より回答： 

2010 年 12 月までに、弊局がモデルチェン

ジを受けつけた来料加工企業は 2179 社、完了

した企業は 1416 社である。その内、日系企業

は 36 社、投資総額は 54416.72 万 USD である。

例えば、京セラ愛克(東莞)電子有限公司、日

本電産三協電子（東莞）有限公司、東莞太陽

誘電（広東）有限公司など。 

 

24、新設外資企業の投資者は来料加工の

外国側委託者ではなければならないか 

対外貿易経済合作局より回答： 

現在政府が公布した法人化政策は同一投資

側が来料企業を独資企業に転換することに対

する政策なので、来料企業の投資側と新設独

資企業の投資側は一致しなければならない。

もし企業の投資側が一致していない場合、随

時連絡していただけば、ケースバイケースで

対応する。 

 

25、新設企業の生産能力証明の審査批准

手続について教えてほしい。新設企業よ

り行うか、又は元の生産能力証明を使用

できるか。 

対外貿易経済合作局より回答： 

新設企業の名義で新しい生産能力証明を申請

しなければならない。 

申請手順は以下の通り： 

① 企業は自分のユーザーID とパスワードで



「商務部加工貿易統計分析システム」に

登録。表二「加工貿易経営状況及び生産

能力証明」に書き込み、審査機関を選ぶ

（市属企業は東莞市加工貿易二科を選

び、鎮属企業は当地対外貿易経済合作弁

公室に聞いて下さい）。 

② 表二をプリントアウトしてから、企業法

人代表者がこれにサインし、印章を押す。

③ 市属企業は東莞市対外貿易経済合作局三

階の加工貿易科に申請し、鎮属企業は鎮

対外貿易経済合作弁公室に申請し、主管

部門より企業の実際状況を確認してもら

う。 

④ 必要資料は、社会保険登記証、労働年度

審査登記証、汚染物排出許可証である。 

 

モデルチェンジする企業の場合、市・鎮対

外貿易経済機構は手続きを簡素させ、即時サ

ービスを提供する。 

分析システムの URL: 

http://jmsa.ec.com.cn/jmsa/index.jsp 

26、深圳市では、来料独資化企業に対し

て、初年度の売上が 500 万元を超える場

合、納税状況にかがみ、最大で 100 万人

民元を補助金できますが、東莞でも補助

金制度の検討はありますか。 

対外貿易経済合作局より回答： 

東莞市政府は 10 億元の専用資金を割り当

て、研究機構の設立、本部の設立、モデルチ

ェンジの指導、製品の国内販売、国内商標登

録、モデルチェンジの費用、新規プロジェク

ト或は増資、モデルチェンジ指導計画の参加

などを援助・褒賞する。来料法人化の関連手

続費用も全額補助する。 

http://jmsa.ec.com.cn/jmsa/index.jsp


 

 

五、税関問題について（以下は東莞税関より回答） 

質問内容 回答 

27、来料加工廠の仕掛品を法人化の独資

企業に移管する方法について教えてほし

い。 

来料加工廠を閉鎖する時、残った仕掛

品を如何に処理すればいいか困っていま

す。現行規定では、来料加工廠の余剰保

税原材料を直接に法人化の独資企業に移

管することができるが、仕掛品の場合、

保税で輸入した原材料のみではなく、製

造費用も含まれている。独資企業は製造

費を含める代金を如何に海外の仕入先に

送金するのか。転廠という方法を利用す

ることが可能か。 

東莞税関より回答： 

来料加工企業と法人化後の独資企業は二つ

の新旧企業と見なされますので、来料加工企

業の生産ライセンスに製品と独資企業生産ラ

イセンスの材料に仕掛品を登録すれば、税関

は仕掛品の転廠を認める。 

 

 

28、2011 年 6 月末で支援策期限が過ぎて

から、設備の輸入税金を納付することで

引続き現物出資が可能と理解していた

が、最近来年 7 月以降は納税の有無に関

わらず税関システムの制約で無償貸与設

備の現物出資自体ができないという情報

もある。来年 7 月以降の現物出資の可否

と税関システムの問題に関して教えて欲

しい。 

東莞税関より回答： 

2011 年 6 月に支援政策の期限が過ぎても、

無償貸与設備の輸入税金を納付することで国

内調達設備として現物出資ができる。現在は

税関システムの問題で無償貸与設備の輸入税

関を納付しても現物出資できないという状況

がない。 

 

 

 

29、東莞市政府と黄埔税関は 2010 年第一

回の連合会議で、規定期間内に自己検

査・自己申告した 2900 社の企業に対して

規定通りに弾力的に対応と明らかにした

同時に、更に促進策を検討すると意向を

表した。最近、東莞市が加工貿易転換・

高度化のモデルエリアとして認定され、

東莞税関より回答： 

黄埔税関は≪珠江デルタ地区改革発展計画

大要≫における、東莞市の加工貿易転換・高

度化のモデルエリアとしての建設課題に対し

て重視しているため、企業は何かアドバイス

及び問題点があれば、地元政府に提出し、東

莞市政府と黄埔税関は連合会議で検討するこ



新たな税関措置を公布する見込みがあり

ますか？ 

とになる。 

対外貿易経済合作局より回答： 

 東莞市政府は「珠江デルタ地区改革発展規

画綱要」を着実に実施しており、加工貿易転

換。高度化のモデル都市として認定され、黄

埔税関のご協力を得ながら、モデル年の詳細

方案を作成しており、税関、税務など先行措

置を講じることが可能。 

企業よりご提案がある場合、対外貿易経済合

作局にご提出のほどお願いします。 

30、加工貿易手冊で登録した原材料、製

品は完全に輸入、輸出しなかった場合、

手冊の余剰分は全部新規独資企業に移転

できるか？ 

 

東莞税関より回答： 

黄埔税関≪企業法人化加工貿易業務操作ガ

イド≫の関連規定により、法人化後の独資企

業は市対外貿易経済合作局から取得した批准

証書で新加工貿易手帳を申請する。来料加工

企業の手帳の余剰材料は余剰原材料移転の方

法で法人化後の独資企業の手帳に移転でき

る。 

 

31、加工契約の期限前中止の違約金につ

いて、特別な政策規定がありますか？中

国パートナーに違約金を支払う必要があ

りますか？ 

東莞税関より回答： 

税関はこの点について主管部門ではないた

め、関連する政策規定はない。 

 

六、その他 

質問内容 回答 

32、11 月、12 月に法人化した企業が多い、

新設独資企業は2010年での経営期間が非

常に短く、税法に基づき開業費用を設立

年度に一括減価償却する場合、赤字とな

る。 

税務局は関連会社と取引を行う赤字企業

地方税務局より回答： 

一、現在、企業のドキュメンテーションの準

備と提出についての一般規定は「特別納税調

整実施弁法（試行）」（国税発〈2009〉2 号、

以下「弁法」という）によると、「弁法」の第

十五条で規定されているドキュメンテーショ



に対して「同期資料」とドキュメンテー

ションの提出を要求する。法人化企業が

ほとんど関連会社と取引を行っており、

赤字になったら税務局に「同期資料」の

提出を求められると恐れている。合理的

な解釈を提出できたら、ドキュメンテー

ションを提出しなくてもいいか。中小企

業にとって、ドキュメンテーションの作

成は大きな負担になる。 

ンの提出免除条件と一致しない場合、関連取

引が発生した年度の翌年の5月31日までに当

年度のドキュメンテーションの準備を完了す

べきで、そして、税務機構の要求した日から

20 日以内に提出しなければならない。 

また、「国家税務総局の国境を跨る関連取引

に対しての監視と調査を強化することに関す

る通知」（国税函〈2009〉363 号、以下、「通

知」という）によると、多国籍企業は中国国

内で設立した単一の生産（来料加工又は進料

加工）、代理販売と契約開発等機能とリスクが

有限である企業に対して、欠損が出れば、「弁

法」で規定されたドキュメンテーションの提

出の基準を満たすか満たさないかに関わら

ず、欠損が発生した年度でドキュメンテーシ

ョンと他の関連資料を準備し、翌年の 6月 20

日までに主管税務機構に提出しなければなら

ない。 

 

二、来料法人化後の外資企業（以下、法人化

企業という）が、生産初期に欠損が出た場合、

ドキュメンテーションの準備と提出が必要か

どうかについて、暫定的に下記の規定通りに

実行する。 

法人化企業は切り替える当年度（切り替え

る当年度の実際経営期間が一年に満たない場

合を含む）で欠損が出る場合、一時的にドキ

ュメンテーションの準備と提出をしなくても

よい。但し、法人化後の二年目及びそれ以降

の年度はドキュメンテーション管理の一般規

定に従わなければならない。 

 



33、弊社は長安鎮に於ける外商独資企業

で、主にプラスチック製品と金型を生産

し、販売しています。生産拡大及びコス

トダウンのために、外注していた塗装工

程を社内の生産プロセスに入れたい。環

境保護局は塗装工程に対する審査許可が

益々厳しくなってきて、弊社は何回申請

しても許可を取得できず経営を拡大でき

ません。塗装工程は汚染プロジェクトで

あるが、弊社は必ず塗装工程に対して汚

染処理施設を完備し、環境汚染を軽減し、

環境局の要求に満たすので、政府は弊社

の実情に基づいて、考えていただけない

か。 

 

環境保護局より回答： 

（１）単純な塗装工程で、廃気が主な汚染物

であるが、塗装工程にはよく事前処理工程が

必要であるから、部品がプラスチック製品で

ある場合の事前処理工程は油の取り除き、洗

浄、金属製品である場合の事前処理工程は油

の取り除き、塩酸で洗い流すこと、リン酸化、

鈍化、陽極酸化などで、主な汚染物は酸性廃

水、或は金属がある廃水である。 

（２）塗装工程を行う企業に対して、主な場

所選択要求としては、現地の規格と合致し、

住宅地から離れた場所に工場を建設するよう

要求する。廃水の排出があれば、鎮から COD

総量の制御指標を取得するほか、廃水の排出

に応じる環境条件が備わるかどうか考えなけ

ればならない。 

（３）省環境保護庁の要求に従って、石碼川

流域の鎮で審査許可を既に制限し、廃水の排

出があるプロジェクトに対する申審査許可手

続きを一時止めることになった。 

（４）電気メッキの工程、或は省の審査許可

条件に入る工程があれば、省環境保護局より

審査許可する必要がある。 

 

 

 


